
　

今
年
の
３
月
ま
で
公
募
し
て
い
た
新
施
設
建
設
用
地
に
４
件

の
応
募
が
あ
り
、
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
新
施
設
建
設

候
補
地
選
定
委
員
会
で
、
選
定
評
価
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
評
価
結
果
を
も
と
に
、
セ
ン
タ
ー
の
構
成
市
で
あ
る
長

浜
市
・
米
原
市
の
両
市
長
と
セ
ン
タ
ー
管
理
者
の
三
者
で
協
議

の
結
果
、
木
尾
町
自
治
会
の
応
募
用
地（
約
５
．
３
ha
）を
候
補

地
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

多
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献
さ
れ
て
き
た
高
齢
者
を
敬
い
、

そ
の
長
寿
を
お
祝
い
す
る
た
め
、
民
生
委
員
・
市
関
係
者
を
通

し
て
お
祝
い
の
品
を
お
届
け
し
ま
す
。

︻
対　
　

象
︼
満
88
歳
・
90
歳
・
99
歳
の
人
お
よ
び

　
　
　
　
　

 

１
０
０
歳
以
上
の
人（
９
月
15
日
時
点
）

︻
訪
問
時
期
︼
９
月
１
日（
金
）〜
29
日（
金
）

　

同
じ
悩
み
を
持
つ
家
族
同
士
で
交
流
す
る
こ
と
で
、
他
の
人

の
経
験
が
参
考
に
な
り
、
気
持
ち
が
楽
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

︻
と　

き
︼
９
月
11
日（
月
）、
12
月
11
日（
月
）

　
　
　
　

 

平
成
30
年
３
月
12
日（
月
）

　
　
　

 　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分　

※
原
則
第
２
月
曜
日

︻
と
こ
ろ
︼
長
浜
保
健
所（
平
方
町
）

︻
対　

象
︼
ひ
き
こ
も
り
の
お
子
さ
ん
が
い
る
家
族

︻
内　

容
︼
臨
床
心
理
士
の
ミ
ニ
講
話
と
家
族
同
士
の
交
流
会

︻
申
込
み
︼
事
前
に
電
話
で
担
当
係
ま
で
。
完
全
予
約
制
。

問
合
せ
・
申
込
み

　

長
浜
保
健
所
地
域
保
健
福
祉
係

　

☎
６
５

－

６
６
６
２

　

長
浜
市
・
米
原
市
に
在
住
在
勤
の
皆
さ
ん
が
制
作
し
た
渾
身

の
美
術
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
入
場
無
料
。

●
第
１
期　

写
真
、
書
、
彫
刻
、
工
芸
の
展
示

︻
と　

き
︼
９
月
２
日（
土
）〜
７
日（
木
）　

９
〜
17
時

●
第
２
期　

日
本
画
、
洋
画
の
展
示

︻
と　

き
︼
９
月
12
日（
火
）〜
17
日（
日
）　

９
〜
17
時

※
１
・
２
期
と
も
最
終
日
は
16
時
ま
で

◇
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

な
が
は
ま
シ
ニ
ア
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
「
銀
の
櫂か

い

」

︻
と　

き
︼
９
月
３
日（
日
）　

13
時
〜

︻
と
こ
ろ
︼
長
浜
文
化
芸
術
会
館（
大
島
町
）

◇
市
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

　

審
査
員
に
よ
る
入
賞
作
品
の
講
評
会
を
す
べ
て
の
部
門
で
開

催
し
ま
す
。
鑑
賞
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
や
今
後
の
創
作
活
動
の

ご
参
考
に
。

︻
と　

き
︼

・　

 

書 　
　

９
月
２
日（
土
）　

10
時
30
分
〜
12
時

・
彫
刻
・
工
芸　

９
月
３
日（
日
）　

10
時
30
分
〜
12
時

・
写　
　

真　

９
月
３
日（
日
）　

13
時
30
分
〜
15
時

・
洋　
　

画　

９
月
16
日（
土
）　

11
時
30
分
〜
13
時

・
日 

本 

画　

９
月
17
日（
日
）　

10
時
30
分
〜
12
時

︻
と
こ
ろ
︼
長
浜
文
化
芸
術
会
館（
大
島
町
）

新
施
設
建
設
候
補
地
が
決
定
し
ま
し
た

問
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
施
設
整
備
課

（
☎
６
２

－

７
１
４
６
）

衛
生
材
料
支
給
券
を
交
付
し
ま
す

問
高
齢
福
祉
介
護
課（
☎
６
５

－

７
７
８
９
）

　

し
ょ
う
が
い
福
祉
課（
☎
６
５

－

６
５
１
８
）

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問
高
齢
福
祉
介
護
課（
☎
６
５

－

７
７
８
９
）

　

し
ょ
う
が
い
福
祉
課（
☎
６
５

－

６
５
１
８
）

長
寿
の
お
祝
い
の
品
を
お
届
け
し
ま
す

問
高
齢
福
祉
介
護
課（
☎
６
５

－

７
７
８
９
）

ひ
き
こ
も
り
家
族
交
流
会

問
長
浜
保
健
所
地
域
保
健
福
祉
係

（
☎
６
５

－
６
６
６
２
）

「
第
69
回
長
浜
市
美
術
展
覧
会
」
を

開
催
し
ま
す

問
長
浜
文
化
芸
術
会
館（
☎
６
３

－

７
４
０
０
）

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に
、
衛

生
的
に
す
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
紙
お
む
つ
等
支
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

︻
支
給
内
容
︼

　

２
万
７
千
円
分
の
支
給
券（
平
成
30
年
３
月
20
日
ま
で
利
用
可
）

︻
集
中
受
付
期
間
︼
９
月
１
日（
金
）〜
９
月
15
日（
金
）　

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

︻
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
︼

（
注
）施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
入
院
中
の
人
、
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
で
紙
お
む
つ
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

申
請
時
に
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

〇
次
の
ア
〜
ウ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

ア 

要
介
護
３
、４
、５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

イ 

身
体
障
害
者
手
帳（
肢
体
不
自
由
）１
級
、
２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る（
３
歳
以
上
）

ウ 

療
育
手
帳
A
１
、
A
２
の
交
付
を
受
け
て
い
る（
３
歳
以
上
）

〇 

市
内
在
住（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
）で
、
申
請
日
前
６
か
月
の
う
ち
３
か
月
以
上
を
在
宅

生
活
を
し
て
い
た

〇
常
時
お
む
つ
が
必
要
で
、
現
在
も
使
用
し
て
い
る

〇
世
帯
の
平
成
28
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

〇
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

︻
持
ち
物
︼
申
請
書
・
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
は
お
持
ち
の
手
帳

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

※
今
後
、
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
先

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
…
…
高
齢
福
祉
介
護
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

　

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
…
…
…
…
…
し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

　

在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
に
自
宅
訪
問
に

よ
る
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
券
を
10
月
中
旬
に
交
付
し
ま
す
。

︻
支
給
内
容
︼

　

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
利
用
券（
散
髪
の
み
）１
枚（
平
成
30
年
３
月
20
日
ま
で
利
用
可
）。

申
請
時
に
、
利
用
す
る
理
美
容
店
を
選
択
し
ま
す
。

︻
自
己
負
担
額
︼
原
則
利
用
料
の
１
割（
４
５
０
円
）

︻
受
付
期
間
︼
９
月
１
日（
金
）〜
９
月
15
日（
金
）　

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

︻
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
︼

（
注
）施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、
病
院
に
入
院
し
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

︽
共
通
要
件
︾
９
月
１
日
の
時
点
で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
平
成
29
年
３
月
〜
８
月
の
間
で
３
か
月
以
上
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
28
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

︽
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
要
件
︾

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

● 

65
歳
以
上
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を
受

け
て
い
る

● 

65
歳
未
満
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を
受

け
て
お
り
、
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳

以
上
ま
た
は
下
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

︻
持
ち
物
︼
申
請
書

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

︽
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
要
件
︾

　

次
の
両
方
に
該
当
す
る
人

○ 

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

　

① 

身
体
障
害
者
手
帳（
肢
体
不
自
由
・
視

覚
・
内
部
）１
、２
級

　

②
療
育
手
帳
A
１
、
A
２

　

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、２
級

○ 

同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以
上
ま
た
は

前
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を

持
っ
て
い
る

︻
持
ち
物
︼
申
請
書
・
お
持
ち
の
手
帳

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
先

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
…
…
高
齢
福
祉
介
護
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

　

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
…
…
…
…
…
し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉
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